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Abstract 

Regarding the geological disposal of high-level radioactive waste generated from nuclear power plants, the implementing body of Nuclear Waste 

Management Organization of Japan (NUMO) has been established in 2000, and 20 years later, two municipalities in Hokkaido accepted the 

literature survey for the first time in October 2020. As a result of questionnaires for students on the technical aspects of the impeding factors among 

the social acceptance of geological disposal, the uncertainties of safety assessment and the feasibility of geological disposal in Japan located in the 

orogenic belt are the top factors．In this paper, we will review the history of geological disposal selected based on the international arguments and 

explain the findings to date regarding the impeding factors．Furthermore, to promote dialogue on geological disposal, we propose that neutral 

organizations should establish a flat and calm dialogue forum． 
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はじめに  

我が国における高レベル放射性廃棄物の地層処分に関

する研究開発は，1970 年代に開始されて以来，地層処分の

技術的可能性や信頼性等を取りまとめた報告書（動力炉・

核燃料開発事業団，1992；核燃料サイクル開発機構，1999a）

などの公開や，2 箇所の異なる深部地質環境に設置された

調査坑道を有する研究施設（幌延，瑞浪）を活用した研究

開発，並びに国の研究機関等における研究開発により多く

の技術的知見が蓄積されてきた．一方で，処分事業に実施

に関しては，2000 年に「特定放射性廃棄物の最終処分に関

する法律」（以下，最終処分法）が制定され，地層処分の実

施主体である原子力発電環境整備機構（NUMO）が設立さ

れたが，地層処分のサイト選定は進まない状況が続いた．

このような状況を踏まえ，国は 2017 年 7 月 28 日に地層処

分の国民理解の促進等を目的に「科学的特性マップ」を提

示した（資源エネルギー庁，2018a；原子力発電環境整備機

構，2017）．このマップは，地層処分に関する地下環境等の

科学的特性を，既存の全国データに基づき一定の要件・基

準に従って客観的に整理し，全国地図の形で示したもので

ある．マップの公開後，国および NUMO は全国でマップや

地層処分事業に関する説明会を開催してきている（資源エ

ネルギー庁，2018b）．そして，2020 年 10 月に北海道の 2 町

村（寿都町と神恵内村）が文献調査の受け入れを表明した．

地層処分は，地球科学，地球物理学，土木工学，環境科学，

原子力工学，計算科学，そして社会科学など，様々な学問

領域の総合科学であり，関連する全ての領域の知識を理解

することは専門家でも容易なことではない．さらに，最終

的には処分場という，いわゆる「迷惑施設」の受け入れが

必要となることから，科学技術のみでは解決しきれない側

面を有する，いわゆるトランスサイエンス（池内，2012）

の問題であることが特徴である．このため地層処分問題は

社会的な関心を高めることが出来ず，結果として問題の解

決が先送りされてきたことは否めない．しかしながらこの

問題は，好むと好まざるにかかわらず，いたずらに先送り

すべきではない国民的課題であり，国民各層が自らの問題

として捉えることが必要である． 

本論では，はじめに国際的な議論の中で地層処分が選択

された経緯について概説する．次に，地層処分事業が進ま

ない現状を踏まえ，地層処分の社会的受容性を阻害する懸

念事項について意見聴取をした結果を示した上で，これら

のうち技術的な観点からの主要な阻害要因に対して，これ

までの研究開発の成果に基づく知見を解説する．さらに放

射性廃棄物の再取り出し（回収可能性）や地上管理などの

能動的管理について，内外の状況や課題について提示する．

最後に，今後高レベル放射性廃棄物の処分に関する議論を

合理的に進めるための方策について提案する． 

本研究は，科学研究費補助金・基盤研究(B) (16H03010)「可
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逆性アプローチによる高レベル放射性廃棄物（HLW）管理

政策と世代間公平性」（研究代表者・松岡俊二，2019 年度

～2021 年度）の一部を利用した． 

国際的な議論の中での地層処分の選択の経緯 

ここでは増田（2016），増田ほか（2015a, b, c）などを参

照しつつ，国際的に地層処分が採択された経緯について概

説する． 

最初の地層処分に関する国際的な議論は，1955 年 9 月の

全米科学アカデミー（National Academy of Science: 以下，

NAS）における放射性廃棄物の地層中への処分の可能性と

そのための研究課題に関する会議（プリンストン会議と呼

ばれる）である．この会議では岩塩層中への処分の有効性

とともにそのための研究の必要性が勧告され，その結果は

1957 年に報告書として公表された（National Academy of 

Science-National Research Council，1957）． 

1977 年に経済協力開発機構原子力機関（OECD/NEA）が

取りまとめた報告書「原子力発電計画に伴う放射性廃棄物

管理の目標・概念・戦略」の中で，長期にわたる閉じ込め

性能の観点から，地上での工学的貯蔵，長寿命核種の消滅

処理，地球外処分などとの比較により，地層処分が推奨さ

れている．なお，地上での工学的貯蔵については，最も魅

力的な処分概念を詳細に評価するための期間として貯蔵期

間が有効活用されるべきとの議論もなされている

（OECD/NEA，1977）．また，OECD/NEA が 1982 年に取り

まとめた「放射性廃棄物の処分：原則の概観」では，放射

性廃棄物処分の管理に関する基本原則の意見集約として，

廃棄物処分問題については現世代が負担し，将来世代の負

担を極力少なくするという考え方が支持されている．また

受動的システムと永久管理の比較では，永久管理を将来世

代に負担させることを考えるべきではないとしている．さ

らに，廃棄物の回収可能性については，「処分」とはそもそ

も廃棄物の意図的な回収は意味してはいないものの，この

ことは必ずしも回収が不可能ということではなく，処分施

設の閉鎖前であれば分散状態にないほとんどの物質は回収

可能である，としている．また何らかの理由で処分された

廃棄物の回収機能を付与する決定がなされた場合でも，処

分システムの健全性を犠牲にしないような留意が必要であ

るとしている（OECD/NEA，1982）． 

1983 年には，NAS の報告書において，地下深部に処分し

た放射性廃棄物が生活環境に影響を及ぼす可能性について

地下水移行に着目した詳細な考察が行われた 14)．同報告

書では，地質環境が本来的に有するバリア機能について科

学的なデータに基づいて以下のように考察されている． 

・ほとんどの放射性核種は埋設した場所に留まる 

・溶出した核種のほとんどはその近傍で崩壊する 

・溶出した放射性核種を含む地下水は，地表に至る間に大

量の地下水により希釈される 

さらに，核種の地下水に対する溶解度や遅延係数は，岩

種ごとに異なる上，同一岩種でも大きなばらつきを示した．

また，花崗岩における地下水流速は一般的に小さいことが

示されている．これらのことは，岩種の違いよりも，地下

水流速が遅いことや生活圏までの距離が長いことが重要で

あることを示唆している，としている（National Academy of 

Science，1983）.  

 一方，我が国における放射性廃棄物処分の議論は，

1962 年の原子力委員会廃棄物処理専門部会の中間報告 15)

において，「閉じ込め方式」（一定地点に安全に貯蔵する方

式），「拡散方式」（海洋投棄などの環境の拡散能力を利用す

る方式），そして「準閉じ込め方式」（放射能の人間への影

響が極めて小さい地質構造などの天然の環境を利用する方

式）が挙げられた（原子力委員会廃棄物処理専門部会，1962）．

同報告書では，高レベル放射性廃棄物は放射線障害防止の

立場から「閉じ込め方式」を処分の原則とするものの，こ

れには常時管理が必要なことからこの方式は当面の措置と

し，最終処分は「深海投棄であろう」とされている．さら

に立ち入りが不可能でかつ漏洩のない土中への埋設，ある

いは牽牛な洞窟や岩石層の調査発見についても努力すべき

とされ，地層処分については構想の対象になっていなかっ

たようである．その後，1972 年に採択され 1975 年に発効

した「廃棄物その他の投棄による海洋汚染の防止に関する

条約」（通称：ロンドン条約）により，高レベル放射性廃棄

物も投棄の禁止対象となった．これを受け，当時の原子力

委員会放射性廃棄物対策技術専門部会での議論の結果，当

面，地層処分に重点をおいた調査研究を進めることが原子

力委員会決定として公表され（原子力委員会，1976），以来，

国家プロジェクトとして位置づけられ研究開発が進められ

ている．この原子力委員会決定に従い，1980 年には同専門

部会が具体的な研究開発計画を策定し，地層処分研究開発

について以下の 5 段階で実施する方針を示した（原子力委

員会放射性廃棄物対策専門部会，1980）．なお，同専門部会

報告書には，地層処分の代替技術として，群分離・消滅処

理や処分の実施が遅れた場合の対応として長期貯蔵の研究

開発，海洋底下処分に関する調査も推進する必要がある旨

が記されている． 

第 1 段階：可能性のある地層の調査 

第 2 段階：有効な地層の調査 

第 3 段階：模擬固化体現地試験 

第 4 段階：実固化体現地試験 

第 5 段階：試験的処分 

これにしたがって，当時，研究開発の主体であった動力

炉・核燃料開発事業団は，第 1 段階の「可能性のある地層

の調査」を進め，この結果を 1984 年に取りまとめ（動力

炉・核燃料開発事業団，1984），これを原子力委員会放射性

廃棄物対策専門部会に報告した．この報告に基づき，同専

門部会は中間報告書を取りまとめた（原子力委員会放射性

廃棄物対策専門部会，1984）．この中でわが国における有効

な地層は，岩石の種類を特定することなく広く考え得るこ

とや，地質条件に応じて必要な人工バリアを設計すること

で，地層処分システムの安全性を確保できる見通しが得ら

れたこと，処分の実施主体は適切な時期に具体化すること， 

などが示された．しかしながら，このような有効な地層を 
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Fig. 1  Impeding factors on the acceptance of the geological disposal.  

 

絞り込む方式は，調査結果の評価において客観的な判断基

準がなかったことや現地調査（物理探査やボーリング調査）

の合意形成が難航したことにより次段階以降には進展しな

かった． 

以上，放射性廃棄物処分の方法として我が国で地層処分

が選択された経緯の概要を示した．なお，地層処分の背景

に関する詳細については，核燃料サイクル開発機構（1999b）

なども参照されたい． 

地層処分の受容性を阻害する要因 

ここでは増田（2016），増田ほか（2015a, b, c）などを参

照しつつ，国際的に地層処分が採択された経緯について概

説する． 

前章で述べたように，地層処分は 1950 年代から検討さ

れてきた放射性廃棄物管理の歴史の中で，地層処分以外の

オプションとの比較や国際条約等との関係から，国際的な

議論を通して選択されたものである．しかしながら，地層

処分のそもそもの考え方について地層処分の専門家以外の

人々が見聞する機会は極めて少ないものと考えられる．地

層処分事業は処分場の閉鎖までに 100 年以上にわたる長期

の事業とされ（原子力委員会，2012），特に若年層に問題意

識を持ってもらうことが必要との認識の下，大学生を対象

として地層処分の受容性に対する懸念事項（阻害要因）に

ついて意見聴取を行った．意見聴取の方法は，著者の一人

（竹内）が 20 年以上におよぶ地層処分関連の業務に携わ

った経験などを基に以下の 5 項目の阻害要因を列挙し，各

要因に対して同意するものについて複数回答を可として集

計した．対象者は 71 名である． 

1. 地下は目に見えないので不安である 

2. 地層処分の安全評価結果は不確実性が大きい 

3. 日本列島は変動帯に位置するため適地が存在しない 

4. 地層処分ありきの方針が受け入れられない 

5. 国が信用できない 

集計結果を Fig. 1 に示す．これによると，2.「地層処分

の安全評価結果は不確実性が大きい」と 3.「日本列島は変

動帯に位置するため適地が存在しない」が 6 割を超えた．

また，1.「地下は目に見えないので不安である」，4.「地層

処分ありきの方針が受け入れられない」も約 4 割が阻害要

因として挙げられた．これらのうち，技術的な観点でポイ

ントが高かった阻害要因の 2. と 3. について，これまでに

得られている科学技術的な知見について次章で詳述する． 

地層処分の「安全評価」および 

「安定な地質環境」とは？ 

本章では，第 3 章で示された技術的な阻害要因に対して，

地層処分における「安全評価」の考え方と「安定な地質環

境」について解説する． 

 

地層処分における安全評価 

地層処分された高レベル放射性廃棄物による被ばく線

量評価の際の基本的な考え方は，漏洩した放射性核種が地

下水とともに地質環境を移行して地表の河川や海に達し，

それを体内に取り込んだ魚介類等をサイト周辺の住民が摂

取するというシナリオに基づいている．この時の被ばく線

量を数値解析により予測し，特定の基準と比較評価するこ

とを安全評価と呼んでいる．漏洩した放射性核種の移行は

一般的に遅いため，評価期間として数万年～数十万年の超

長期の期間が対象となる．数十万年後の安全性を直接確認

することは不可能なため，上記のようなシナリオに基づく

モデルを構築して予測するという間接的な手法をとる．具

体的には，起こり得る事象（シナリオ）を検討し，人工バ

リア，天然バリア中での地下水や核種移行などのモデル化

を行い，地質環境のデータに基づいて将来のシステムの振

る舞いを数値解析により予測し，影響を定量化する．これ

によりシステムの安全性が確保されるか否かを判断するた

めの材料を提供する．この安全評価の妥当性は，シナリオ

の十分性，採用したモデルやデータの妥当性，数値解析の

手順や実施の適切性などの観点から，第三者に理解される

よう透明性が確保されていることが重要である（増田，

2016）．例えば，安全評価の中身（記述されたシナリオ，採

用したモデルやデータなど）が明らかにされない評価結果

と，各プロセスの中身が開示された評価結果を比較した場

合，後者の方がより透明性が確保されていると考えること

ができる．このような観点を考慮して，核燃料サイクル開

発機構（現，日本原子力研究開発機構）は 1999 年に地域を

特定せずに日本の代表的な地質環境を想定して実施した地

層処分の安全評価に関する報告書（通称，H12 レポート，

あるいは第 2 次取りまとめ）を公表した（核燃料サイクル

開発機構，1999a）．同報告書では，結晶質岩（花崗岩のよ

うな主として亀裂中を地下水や放射性物質が移行する岩盤）

中に処分場を想定し，ガラス固化体 40,000 本分の全てのオ

ーバーパックが 1,000 年後に機能を失って放射性核種が漏

洩し，深度 1,000m（堆積岩の場合は深度 500m）の処分場

から 100m の距離に仮定した断層破砕帯に到達し，その後

断層に沿って地表付近の帯水層に移行する場合の被ばく線

量を予測した．解析では多様な岩種，地下水組成，複数の

動水勾配，シナリオ，データ，モデルの不確実性を設定し

た．その結果，天然バリアを考慮しないケース（人工バリ

アのみ）や隆起・侵食速度が極端に早いケースなどでは上
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述の基本ケースと比較すると 3～4 桁大きい被ばく線量を

示したものの，いずれの結果も諸外国で提案されている安

全基準値，あるいは我が国の自然放射線レベルを下回るこ

とが示された． 

近年では，安全評価結果だけでなく安全性の確保に関す

る様々な論拠や証拠を統合して，地層処分システムの安全

性を説明する「セーフティケース」（IAEA，2012）の概念

が導入されてきている．我が国では，原子力発電環境整備

機構（NUMO）が 2018 年に包括的技術報告書として，我が

国で最初のセーフティケース報告書（包括的技術報告書）

を公開した（原子力発電環境整備機構，2018）．同報告書で

は，我が国の地質環境特性を整理し，3 つの代表的な地質

環境（深成岩類，新第三紀堆積岩類，先新第三紀堆積岩類）

としてモデルを構築した上で，それぞれのモデルに対して

複数の地下水水質や処分場の設計（廃棄物の設置方法など），

異なるシナリオ（基本シナリオ，変動シナリオなど）を設

定して安全評価を実施した．この際，処分場設置深度は，

換気設備や支保工の空洞安定性の観点などから深成岩類と

先新第三紀堆積岩類では深度 1,000m，新第三紀堆積岩類で

は深度 500m とした．安全評価の結果，いずれのケースに

おいても NUMO が設定した仮の目安値（我が国の自然放

射線量よりも数桁低い値）を下回っていることが示された．

なお，上述の第 2 次取りまとめや包括的技術報告書におけ

る処分場の設置深度の設定根拠は明確に示されてはいない

ものの，第 2 次取りまとめにおいては，1984 年の原子力委

員会放射性廃棄物対策専門部会中間報告書（原子力委員会

放射性廃棄物対策専門部会，1984）における記述「地下数

百メートルより深い地層中へ処分」に，包括的技術報告書

においては，最終処分法の「地下三百メートル以上の政令

で定める深さの地層」などが根拠に挙げられる． 

上記の「セーフティケース」については我が国において

は，言葉や概念について馴染みが薄いという意見（原子力

発電環境整備機構（2019）や，専門家でも理解しにくいと

いう意見もある（日本原子力学会「NUMO 包括的技術報告

書レビュー」特別専門委員会，2019）．これも地層処分の社

会的な受容性を阻害する要因の一つと考えられ，難解な概

念を分かりやすく伝える工夫が求められよう． 

 

地層処分における安定な地質環境 

現在の我が国の地層処分の基本的な考え方は，地下 300m

以深の安定な岩盤（天然バリア）に放射性廃棄物を人工バ

リア（ガラス固化体＋オーバーパック（鋼鉄製容器）＋緩

衝材（粘土系材料））で覆った状態で埋設する「多重バリア

システム」によって放射性廃棄物と人間環境との距離を確

保し（隔離），さらに，地下深部の還元的な環境における化

学反応の進行の抑制と緩慢な地下水流速により漏出する放

射性核種の移行を人工バリアとその周辺岩盤で抑制する

（閉じ込め）というものである（原子力発電環境整備機構，

2018）．「多重バリアシステム」の概念は，1980 年代に公表

されたスウェーデンの SKB（スウェーデン核燃料・廃棄物

管理会社）の地層処分の実現性評価報告書（SKBF/KBS，

1983）やスイスの Nagra（放射性廃棄物管理共同組合）によ

る放射性廃棄物処分の実現可能性に関する報告書（Nagra，

1985）などの中で提案されたものである． 

地層処分における「安定な地質環境」とは，上記の「多

重バリアシステム」の概念を前提とした以下のような岩盤

を指す． 

・人工バリアが長期的変形を受けにくく，地下施設建設へ

の影響も小さく抑えられるような堅硬な岩盤 

・緩衝材の変質や劣化が生じない程度の低い地温を有する

岩盤 

・放射性核種の移動速度が遅く，緩衝材の流出などが抑制

されるような緩やかな地下水流速を有する岩盤 

・ガラス固化体や放射性核種の溶解性，人工バリアの閉じ

込め性の低下が抑制されるような酸性（低 pH）ではない地

下水条件を有する岩盤 

このような環境は，内部・外部からの擾乱に対して，地

質環境が有する緩衝能力によって，長期にわたって突発的

あるいは急激な機能喪失を生ずる可能性が低いことから地

層処分にとって安定であると考えられている．このような

地質環境については，日本列島全体を対象とするような広

範囲で長期の安定性は必ずしも必要とはしないが，処分場

を含むその周辺領域において，後述する安全評価に求めら

れる程度の期間における地質環境の安定性が根拠をもって

提示できる地点であることが必要と考えられる．つまり，

地層処分の観点から安定な地質環境は，当該地点における

過去の地質環境の変動性の理解度とそこでの予測可能な期

間に依存することとなる． 

地層処分が成立する上で安定な地質環境に擾乱をもた

らす要因としては，隆起・侵食，火山噴火，人間の掘削行

為，断層活動，熱水・深部流体の流入，海水準変動が考え

られる．これらのうち，隆起・侵食，火山噴火，人間の掘

削行為は上述の隔離性に影響する（距離を縮める）要因と

なり得る．また断層活動，熱水・深部流体の流入，海水準

変動は閉じ込め性に影響する（移行経路の短絡，酸化性地

下水の流入など）要因となり得る．上記の要因は，日本列

島では発生する位置が限定的であったり，変化速度が緩慢

であったりするため，影響を受ける地点は避けることがで

きると考えられる．さらにこれらの擾乱をもたらす要因の

将来の変動は，発生位置の偏在性や過去の変動の周期性に

基づく外挿により，ある一定期間における予測が可能と考

えられる（吉田，2012；日本第四紀学会編，1987）．また，

将来予測の不確実性に関しては，100 万年先より 10 万年先

の方が予測結果の不確実性は小さいというように，より近

い将来の方が予測結果の蓋然性が高く，さらに変化速度が

緩慢な現象ほど，より長期の予測が可能と考えられる．こ

のような予測においては科学的客観性が確保されているこ

とが求められることから，専門家間あるいは非専門家を含

めた幅広い利害関係者の間で十分な議論や対話が必要不可

欠である．なお，地質環境の長期の安定性や包蔵性につい

ては，数百年～数億年前の化石が地層中に保存されている

ことや，アフリカのガボン共和国におけるオクロの天然原



 

S. Takeuchi et al. 

 

28 

子炉と呼ばれている約 20 億年前に自発核分裂をしたウラ

ン鉱床の保存の事例（藤井，1985）や，岐阜県の東濃ウラ

ン鉱床が約１千年間ほとんど移動せずに地層中に保存され

ているという事例（核燃料サイクル開発機構，1999c）など

がある．ただし，これらの事例は現代まで保存残されてい

るために確認ができるものであり，長い地質時間の間に地

殻変動等による環境変化で消滅する事例もあり得ることに

留意が必要である． 

地層処分の能動的管理の現状と課題 

地層処分は，本来，受動的な安全性を基本とした概念で

あり，一旦埋設された廃棄物を取り出すことは前提として

いない．しかしながら，近年，フランスをはじめとして各

国で可逆性（地層処分政策や事業計画の一連の段階やある

段階を元の段階へ戻す可能性）や回収可能性（地層処分し

た廃棄物を地表に回収する技術的可能性）を法律や安全規

制等で要求するようになってきている（原子力環境整備促

進・資金管理センター，2018）． 

法律で可逆性を規定しているフランスでは，可逆性確保

の期間を 100 年未満とはしないとしており，さらにフラン

スにおける地層処分の実施主体である Andra は，地層処分

の安全評価書の中で，廃棄物の定置，密封，封鎖を段階的

に実施する過程を通して，200～300 年間の廃棄物の回収可

能性を確保するとしている．具体的には，ガラス固化され

た廃棄物については，廃棄物を定置した処分坑道の入口は

コンクリートやベントナイトによりプラグ（蓋）を設置す

るものの，処分坑道内側に敷設するスリーブ（保護材）と

廃棄物パッケージの間は埋め戻さないという方策を提示し

ている（Andra，2005）． 

一方，我が国でも 2015 年に改定された特定放射性廃棄

物の最終処分に関する基本方針の中で，回収可能性に関し

て「今後の技術その他の変化の可能性に柔軟かつ適切に対

応する観点から，基本的に最終処分に関する政策や最終処

分事業の可逆性を担保することとし，今後より良い処分方

法が実用化された場合等に将来世代が最良の処分方法を選

択できるようにする．このため，NUMO は，特定放射性廃

棄物が最終処分施設に搬入された後においても，安全な管

理が合理的に継続される範囲内で，最終処分施設の閉鎖ま

での間の廃棄物の搬出の可能性（回収可能性）を確保する．」

としている（経済産業省，2015）．我が国では使用済み燃料

は各原子力発電所の貯蔵施設で，また高レベル放射性廃棄

物（ガラス固化体）は青森県六ケ所村で管理されており，

このまま処分サイトが決まらない場合は，地上における（能

動的な）管理が今後も継続されることになる．地上での放

射性廃棄物の管理については，冒頭の地層処分の選択の背

景の中でも示したように，短期間での実施の意義や有効性

は提示されているが，これを数千年，数万年という長期間

にわたって安全に継続できる保証はない．このことは人間

の管理を前提とした政策立案，実施，評価は放棄せざるを

得ないことを示唆している（松本，2012）．しかしながら，

将来，より良い処分方法が実用化された場合等に将来世代

がより良い処分方法を選択できるようにするため，可逆性

と回収可能性あるいは限定された期間での地上管理をオプ

ションとして準備しておくことは，世代間公平性や廃棄物

処分の受容性の観点から有効と考えられる．上述のフラン

スのアプローチに関して松岡ほか（2019）は，柔軟で段階

的で可逆的な決定プロセスのデザインであるとし，現在世

代の責任として，「現在世代は最終処分方法を決めない」と

いうことも一つの現在世代の決定としてあり得る，と述べ

ている． 

また，放射性廃棄物の再取り出し（回収可能性）につい

ては，全ての工程を遠隔操作で実施することは現状技術で

は容易ではないと考えられることから，作業員の放射性廃

棄物への接近に伴う被爆リスクなどを評価しておくことも

必要と考えられる．さらに，この再取り出しに関しては，

取り出しの判断がなされた時点での廃棄物の状態を把握す

ることが被爆リスクの低減につながるものと考えられる．

そのためのモニタリング項目やその方法，あるいはモニタ

リング結果の可視化の方法，さらには再取り出しを判断す

る基準などについては，今後さらなる検討が必要である． 

おわりに  

本論では，我が国において地層処分が選択された歴史的

経緯，地層処分の社会的受容性を阻害する要因，地層処分

の考え方（安全評価，安定な地質環境），放射性廃棄物の能

動的管理の現状と課題などについて述べた． 

地層処分は長い国際的な議論の中で選択された方法で

あり，長期にわたって放射性廃棄物を生活圏から隔離する

ための，現段階では最も有効な方法と考えられている．し

かしながら技術的な内容は極めて専門性が高いことから，

国民を含む多くの利害関係者が必ずしも理解できるものば

かりではない．また専門家によっても多様な意見があり，

一様のコンセンサスが得られていない事項も存在する．さ

らに地層処分の安全評価では，数万年～数十万年先の安全

性に関する予測結果やその結果を導出する過程でのシナリ

オ・データ・モデルの信頼性が受容性を左右することとな

る．地層処分が受容されるためには，地層処分が採択され

た背景，地層処分の安全評価の考え方や安定な地質環境な

どについて分かりやすく説明されること，そのための場が

設けられること，すなわち利害関係者が自由闊達に対話を

する場が必要である．これには，近年開講される機会が減

っている高校などでの地学教育などの機会の復活も必要と

考える．利害関係者への説明の際には，これまでしばしば

実施されてきた国や実施主体，研究開発機関の専門家等に

よる大人数を対象とした一方的な説明会だけでなく，説明

側と説明される側が対等な関係でかつ冷静な意見交換がで

きるような場が設定されることが重要と考えられる．この

際，実施側の組織に対する不信感も少なからず存在するこ

とが考えられることから，大学などの中立的な立場の人間

が対話の場を提供することも一つの有効な方法と考えられ

る（吉田，2012）．さらに，“地層処分ありき”の対話では

なく，既に存在する放射性廃棄物をどう処分すべきか，と
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いう“廃棄物ありき”の対話からスタートすることもアプ

ローチの一つとしてあり得るであろう．また地層処分に関

しては，処分場のサイト選定段階では，サイトの優位性の

みを強調するのではなく，デメリットについても全て詳ら

かにした上で対話をすることが重要と考えられる．さらに

関連する全ての資料をだれもが閲覧できる公文書館（松本，

2012）などの設置も重要である．加えて学校における学生

や教員，さらには市民を対象としたセミナーなどの開催も

重要である．また，市民参加制度や第三者評価機関のあり

方など，地層処分をめぐる社会制度のデザインに関する検

討も必要である． 

一方で，地層処分のサイト選定の現状を考慮すれば，今

後の放射性廃棄物の処分対策については地層処分を基軸に

おきつつも，地上での長期管理や回収可能性を担保した地

層処分，あるいは現行の地層処分システムに対するオプシ

ョンとしての直接処分や深孔処分，あるいは放射性廃棄物

の減容化・有害度低減技術などについても併せて十分に検

討・評価し，将来世代の意思決定や今後期待される技術開

発などにも柔軟に対応できるような体制整備も望まれる．

さらに，放射性廃棄物処分は長期にわたる事業になること

に鑑み，継続的な人材育成や技術継承が重要となる．例え

ば，地層処分に関する研究開発を目的とした幌延，瑞浪の

地下研究施設はこのための重要な施設であり，これまで得

られた膨大なデータの積極的な公開や，地元の合意を前提

とした継続的な活用が重要であろう． 
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